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定期監査の結果について（報告） 

 

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定並びに坂井市監

査基準により定期監査を実施したので、同条第９項の規定によりその結果

に関する報告書を提出する。  

 

 



 

 

定期監査報告書 

 

第１ 監査の期間 

令和３年８月２日から令和４年３月３日まで 

 

第２ 監査の対象 

総務部 

総務課（男女共同参画推進室）、安全対策課、職員課、秘書広報課 

総合政策部 

企画政策課、情報統計課、公共交通対策課、まちづくり推進課、新保コミュ  

ニティセンター、高椋東部コミュニティセンター、丸岡城のまちコミュニティ

センター、大石コミュニティセンター 

財務部 

財政課、監理課、営繕課、工事検査課、課税課、納税課 

健康福祉部 

福祉総務課（福祉総合相談室）、社会福祉課、高齢福祉課、健康増進課（新型

コロナワクチン接種対策室）、子ども福祉課、保育課、みくに未来幼保園、今

福保育園、高椋幼保園、春江中保育園 

  生活環境部 

市民生活課、保険年金課、環境推進課、三国支所、丸岡支所、春江支所 

産業政策部 

農業振興課（地籍調査室）、林業水産振興課、観光交流課、商工労政課 

建設部 

都市計画課、建設課（高速交通対策室）、上下水道課 

三国病院事務局 

会計課 

教育委員会事務局 

教育総務課、学校教育課、三国南小学校、春江東小学校、木部小学校、丸岡南

中学校、三国学校給食センター、春江坂井学校給食センター、生涯学習スポー

ツ課、文化課（丸岡城国宝化推進室、みくに龍翔館）、丸岡図書館 

議会事務局 

選挙管理委員会事務局 

監査委員事務局 

農業委員会事務局 
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公平委員会事務局 

固定資産評価審査委員会事務局 

 

第３ 監査の範囲 

令和２・３年度における所管事務全般について、監査資料の提出期限を定め、そ

の前月末までを監査の対象とした。 

 

第４ 監査の方法 

令和３年度財務事務及び行政事務に関して、定期監査資料の提出を受け、関係書

類等の事前調査をはじめ、関係事業簿冊や財務会計・文書管理システム内での調査

確認を行い、財務事務及び行政事務の適法性、効率性、妥当性の観点から監査を実

施した。 

 

第５ 監査の結果 

今回、監査の対象とした所管の財務事務及び行政事務は、おおむね適正に処理さ

れていると認められた。 

なお、各部局長に対して、注意事項を示して講評を実施し、監査の過程において

見受けられた事務手続き上の軽微な誤り等については、監査委員事務局長名で関係

部署に通知し改善を求め、次の定期監査時に対応状況を確認することとした。 

 

第６ 監査の意見 

地方自治法や財務規則など関係法令におけるコンプライアンス及び内部統制の

徹底を図るため、文書管理や財務等の事務処理上の留意事項に関する全庁的な事務

研修会等が継続して実施されているものの、単純な誤りや適正さに欠ける部分が散

見された。 

毎年、監査委員事務局長名で注意事項として示している事項は、全部署が自身の

課題と受けとめ、現状を確認のうえ改善に取り組まれたい。 

また、文書は電子媒体を原本として管理することが基本となったことについて、

再度の周知または説明等を行われたい。 

今後もより一層の職員指導を実施し、市民に信頼される職務の遂行に努めるとと

もに、職員一人ひとりが責任を持って事務の執行を行っていただきたい。 
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